
税率等の改定に伴う改定率等の推移

年度 改定率
被保険者

１人当たり改定額
参考（改定後の税率等）

2,513
所得割　医療4.7%、支援1.7%、介護1.4%
均等割　医療22,500円、支援8,000円、介護11,400円
課税限度額　医療51万円、支援14万円、介護12万円

2,373
所得割　医療4.7%、支援1.7%、介護1.4%
均等割　医療23,800円、支援8,700円、介護11,400円
課税限度額　医療51万円、支援16万円、介護14万円

938
所得割　医療4.7%、支援1.7%、介護1.4%
均等割　医療23,800円、支援8,700円、介護11,400円
課税限度額　医療54万円、支援18万円、介護15万円

2,588
所得割　医療4.9%、支援1.75%、介護1.45%
均等割　医療24,200円、支援9,000円、介護11,700円
課税限度額　医療54万円、支援19万円、介護16万円

587
所得割　医療4.9%、支援1.75%、介護1.45%
均等割　医療24,200円、支援9,000円、介護11,700円
課税限度額　医療58万円、支援19万円、介護16万円

4,134
所得割　医療5.0%、支援1.8%、介護1.5%
均等割　医療25,900円、支援9,800円、介護12,200円
課税限度額　医療61万円、支援19万円、介護16万円

※　当該年度の当初課税において、税率を改定しなかった場合の調定額を試算し、差額から改定率・改定額を算定

　　ただし、令和２年度においては、令和元年度の当初課税において税率を改定した場合の調定額を試算し、差額から改定率・改定額を算定

※　低所得者に係る軽減措置（７割・５割・２割）の基準所得額の変更及び令和元年度における旧被扶養者減免制度改定は加味していない。

※　被保険者１人当たり改定額においては、改定による調定額の試算結果の差額の合計に収納率・低所得者に係る軽減措置を踏まえたものを被保険者数で除したもの。

※　改定率は小数点第３位四捨五入

改定内容

令和
元年度

限度額　４万円（医療４万円） 0.73%

平成
29年度

限度額　６万円（医療３万円、支援２万円、介護１万円） 1.17%

令和
２年度
（案）

所得割　0.2%（医療0.1%、支援0.05%、介護0.05%）
均等割　3,000円（医療1,700円、支援800円、介護500円）
限度額　３万円（医療３万円）

3.85%

平成
30年度

所得割　0.3%（医療0.2%、支援0.05%、介護0.05%）
均等割　1,000円（医療400円、支援300円、介護300円）
限度額　２万円（支援１万円、介護１万円）

3.09%

平成
28年度

均等割　2,000円（医療1,300円、支援700円）
限度額　４万円（支援２万円、介護２万円）

2.47%

平成
27年度

均等割　2,000円（医療1,200円、支援800円）
限度額　４万円（医療１万円、支援１万円、介護２万円）

2.65%

追加資料２


